
平成25年2月4日 入札公告 平成26年2月5日 入札公告

入札説明書受領 ( 2者 ) 入札説明書受領 ( 4者 )

平成25年3月27日 入札及び開札 平成26年3月27日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募となった案件は、競争参加資格を全ての等級とし、更なる競争性を確保することにより一者応札・応募の改善に努めること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～C）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

50日・34営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

船舶用燃油（重油･軽油）で一者応札・応募の案件は、競争参加資格を全ての等級とし、更なる競争性を確保する。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで３日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保するよ
う５日とした。

契 約 金 額 6,909,000円 5,038,200円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 宮崎県漁業協同組合連合会 宮崎県漁業協同組合連合会

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を５１日（３５営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量
４～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（大堂津港））・
一式

４～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（大堂津港））・
一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 51日・35営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年3月27日

契約監視委員会のコメントを踏まえ、一者応札・応募となった案件は、競争参加資格を全ての等級とし、更なる競争性を確保することにより一者応
札・応募の改善に努める。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 27

契 約 部 署



平成25年2月4日 入札公告 平成26年2月5日 入札公告

入札説明書受領 ( 2者 ) 入札説明書受領 ( 4者 )

平成25年3月27日 入札及び開札 平成26年3月27日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契約監視委員会のコメントを踏まえ、一者応札・応募となった案件は、競争参加資格を全ての等級とし、更なる競争性を確保することにより一者応
札・応募の改善に努める。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 40

契 約 部 署 開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量
４～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（千葉勝浦
港））・一式

４～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（千葉勝浦
港））・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 51日・35営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年3月27日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 宮崎県漁業協同組合連合会 宮崎県漁業協同組合連合会

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を５１日（３５営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 10,741,500円 1,887,840円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契約監視委員会のコメント

50日・34営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

船舶用燃油（重油･軽油）で一者応札・応募の案件は、競争参加資格を全ての等級とし、更なる競争性を確保する。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで３日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保するよ
う５日とした。

一者応札・応募となった案件は、競争参加資格を全ての等級とし、更なる競争性を確保することにより一者応札・応募の改善に努めること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～C）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。



平成25年2月13日 公募公告 平成26年2月4日 公募公告

平成25年2月27日 提出期限 平成26年2月24日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 46

契 約 部 署 本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 データ記録型電子標識・一式 データ記録型電子標識・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 14日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月3日 平成26年3月31日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）田中三次郎商店 （株）田中三次郎商店

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は公告期間を１４日（１０営業日）確保し
たところであるが、平成２６年度においては更に公告期間を確保するよう２０日（１３営業日）とした。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 46,000,500円 47,643,120円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

20日・13営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３５日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。



平成25年1月25日 公募公告 平成26年2月17日 公募公告

平成25年2月12日 提出期限 平成26年3月6日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

17日・13営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を１ヶ月以上確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当
センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 20,288,520円 23,129,712円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）鶴見精機 （株）鶴見精機

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１８日（１１営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 ＸＢＴ及びＸＣＴＤプローブ・一式 ＸＢＴ及びＸＣＴＤプローブ・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 18日・11営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月21日 平成26年4月9日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 47

契 約 部 署



平成25年2月12日 公募公告 平成26年3月4日 公募公告

平成25年3月1日 提出期限 平成26年3月19日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 48

契 約 部 署 国際水産資源研究所 国際水産資源研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量 データ記録・衛星送信型電子標識・一式 データ記録・衛星発信型電子標識　２点・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 17日・13営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月8日 平成26年4月14日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）田中三次郎商店 （株）田中三次郎商店

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１７日（１３営業日）確保したところであるが、納期と公告期間を延長することは当センターの業務に
支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 10,959,900円 12,499,920円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

15日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において納入期間を約１ヶ月半程度確保したところであり、平成２
６年度においては、更に当該期間を延長することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上
の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。



平成25年2月7日 入札公告 平成25年11月25日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 3者 )

平成25年2月28日 入札及び開札 平成26年1月16日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書を受領したものの入札に
は参加しなかった者にその理由等を、また、全ての入札説明書受領者に対し、仕様書の内容、より効
果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート回収率を向
上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以上の業者か
らの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、平成２６年度に
おいてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

52日・31営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・平成２５年度は２５日の業務準備期間を確保していたところであるが、平成２６年度においては更に業
務準備期間を確保するよう５８日とした。

契 約 金 額 83,225,982円 95,501,011円

入 札 及 び 契 約 方 式
一般競争入札
　　　　　↓
随意契約（不落随契）

一般競争入札
　　　　　↓
随意契約（不落随契）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 北海道電力（株） 北海道電力（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において一回目
の公告期間を６５日（４０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長
することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 電気需給契約（北海道地区１３箇所）・一式 電気需給契約（北海道地区１３箇所）・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 21日・14営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年3月4日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 76

契 約 部 署



平成25年2月7日 入札公告 平成26年2月19日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年2月28日 入札及び開札 平成26年3月5日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書を受領したものの入札に
は参加しなかった者にその理由等を、また、全ての入札説明書受領者に対し、仕様書の内容、より効
果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート回収率を向
上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以上の業者か
らの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、平成２６年度に
おいてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

14日・10営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において業務準備期間を３１日確保したところであり、平成２６年
度においては、更に当該期間を延長することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改
善は図れないと判断した。

契 約 金 額 12,150,067円 14,456,171円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 四国電力（株） 四国電力（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において一回目
の公告期間を６５日（４０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長
することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 電気需給契約（四国地区２箇所）・一式 電気需給契約（四国地区２箇所）・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 21日・14営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月11日 平成26年3月25日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 81

契 約 部 署



平成25年4月22日 入札公告 平成26年3月26日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 2者 )

平成25年5月14日 入札及び開札 平成26年4月11日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

16日・12営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで６日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保するよ
う２０日とした。

契 約 金 額 5,355,000円 11,340,000円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 釧路市漁業協同組合 釧路市漁業協同組合

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を２２日（１３営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量 砕氷・一式 砕氷・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 22日・13営業日

契 約 締 結 日 平成25年5月14日 平成26年4月11日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 84

契 約 部 署



平成25年5月31日 公募公告 平成26年5月29日 公募公告

平成25年6月14日 提出期限 平成26年6月12日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

14日・10営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。
・平成２５年度は２日の納入期間を確保していたところであるが、平成２６年度においては更に納入期
間を確保するよう１５日とした。

契 約 金 額 2,290,575円 2,058,480円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日油技研工業（株） 日油技研工業（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１４日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

中央水産研究所 中央水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量 亜鉛板　外１７点・一式 セジメントトラップ用亜鉛板　外２２点・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 14日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年7月3日 平成26年6月16日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 94

契 約 部 署



平成25年7月17日 入札公告 平成26年2月20日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年8月2日 入札期限 平成26年3月11日 入札期限

平成25年8月21日 開札 平成26年3月27日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

19日・13営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで１９日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保する
よう３５日とした。

契 約 金 額 267,246,000円 493,970,400円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札（総合評価落札方式） 一般競争入札(総合評価落札方式)

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日光水産（株） 日光水産（株）

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１６日（１２営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量
海洋水産資源開発事業（遠洋かつお釣）に係る用
船（第三十一日光丸）・一式

海洋水産資源開発事業（遠洋かつお釣）に係る用
船（第三十一日光丸）・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 16日・12営業日

契 約 締 結 日 平成25年8月21日 平成26年3月27日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 103

契 約 部 署



平成25年2月26日 入札公告 平成26年2月20日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月14日 入札期限 平成26年3月11日 入札期限

平成25年4月4日 開札 平成26年3月27日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 104

契 約 部 署 開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量
海洋水産資源開発事業（遠洋まぐろはえなわ）に
係る用船（開発丸）・一式

海洋水産資源開発事業（遠洋まぐろはえなわ）に
係る用船（開発丸）・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 16日・12営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月4日 平成26年3月27日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本鰹鮪漁業開発（株） 日本鰹鮪漁業開発（株）

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１６日（１２営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 237,147,581円 238,540,645円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札（総合評価落札方式） 一般競争入札(総合評価落札方式)

契約監視委員会のコメント

19日・13営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで３３日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保する
よう４２日とした。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。



平成25年2月26日 入札公告 平成26年2月20日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月14日 入札期限 平成26年3月11日 入札期限

平成25年4月4日 開札 平成26年3月27日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 105

契 約 部 署 開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量
海洋水産資源開発事業（大中型まき網）に係る用
船（第一大慶丸）・一式

海洋水産資源開発事業（大中型まき網）に係る用
船（第一大慶丸）・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 16日・12営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月8日 平成26年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 大慶漁業（株） 大慶漁業（株）

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１６日（１２営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 226,355,444円 238,288,065円

入 札 及 び 契 約 方 式
一般競争入札（総合評価落札方式）
　　　　　↓
　随意契約（不落随契）

一般競争入札(総合評価落札方式)

契約監視委員会のコメント

19日・13営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで４１日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保する
よう４９日とした。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。



平成25年2月5日 入札公告 平成26年2月10日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 2者 )

平成25年2月25日 入札期限 平成26年3月3日 入札期限

平成25年3月8日 開札 平成26年3月12日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 111

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 20日・13営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月8日 平成26年4月4日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

37,299,850円 30,618,000円

入 札 及 び 契 約 方 式

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量
「日本近海における混獲生物調査」に係る用船・一
式

「日本近海における混獲生物調査」に係る用船・一
式

契 約 部 署

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 大慶漁業（株） 大慶漁業（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を２０日（１３営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３０日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書の
内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート
回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以
上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

一般競争入札（総合評価落札方式） 一般競争入札(総合評価落札方式)

21日・14営業日

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント



平成25年4月1日 入札公告 平成26年4月10日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年4月19日 入札期限 平成26年4月28日 入札期限

平成25年5月8日 開札 平成26年5月14日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わな
いこととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書
の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においては
これ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。
・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な
参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れ
ないと判断した。

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり
得ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

契約監視委員会のコメント

18日・12営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確か
つ齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこ
とから、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務
準備期間を３０日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当
センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。なお、平成２６年度に
ついては、業務準備期間に不落随契に要する期間を含んでいる。
・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告
期間を１８日（１４営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長する
ことは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札
公告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対
し幅広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れな
いと判断した。

契 約 金 額 17,294,516円 17,548,258円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札（総合評価落札方式）
一般競争入札（総合評価落札方式）
　　　　　↓
　随意契約（不落随契）

18日・14営業日

一者応札・応募の改善取組内容

「スケトウダラ音響トロール調査」に係る用船・一
式

「スケトウダラ音響トロール調査」に係る用船・一
式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数）

契 約 締 結 日 平成25年5月20日 平成26年5月21日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 芙蓉海洋開発（株） 芙蓉海洋開発（株）

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 113

契 約 部 署



平成25年3月1日 入札公告 平成26年3月11日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月18日 入札期限 平成26年3月27日 入札期限

平成25年3月28日 開札 平成26年4月3日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

16日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３０日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

契 約 金 額 11,393,274円 11,718,796円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札（総合評価落札方式） 一般競争入札(総合評価落札方式)

17日・11営業日

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量
「日本海ズワイガニ等底魚資源調査」に係る用船・
一式

「日本海ズワイガニ等底魚資源調査」に係る用船・
一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数）

契 約 締 結 日 平成25年5月7日 平成26年4月16日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１７日（１１営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書の
内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート
回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以
上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 兵庫県教育委員会 兵庫県教育委員会

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 116

契 約 部 署



平成25年4月1日 入札公告 平成26年4月10日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年4月30日 入札期限 平成26年4月28日 入札期限

平成25年5月17日 開札 平成26年5月14日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 117

契 約 部 署

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を２９日（２０営業日）確保したところである。平成２６年度においては公告期間を１８日（１２営業日）
確保したところであるが、当センターの業務に支障を来たさない範囲で最大限の公告期間を確保した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書の
内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート
回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以
上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 地方独立行政法人青森県産業技術センター 地方独立行政法人青森県産業技術センター

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 「アカイカ資源調査」に係る用船・一式 「アカイカ資源調査」に係る用船・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数）

契 約 締 結 日 平成25年5月21日 平成26年5月21日

契 約 金 額 11,001,832円 11,325,367円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札（総合評価落札方式） 一般競争入札(総合評価落札方式)

29日・20営業日

一者応札・応募の改善取組内容

契約監視委員会のコメント

18日・12営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３０日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。



平成25年5月15日 公募公告 平成26年5月9日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年5月31日 提出期限 平成26年5月28日 入札期限

平成26年6月10日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり
得ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わな
いこととしている。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な
参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れ
ないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書
の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においては
これ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

19日・13営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確か
つ齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこ
とから、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札
公告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対
し幅広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れな
いと判断した。

契 約 金 額 11,279,032円 7,830,348円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募
一般競争入札（総合評価落札方式）
　　　　　↓
　随意契約（不落随契）

16日・12営業日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 芙蓉海洋開発（株） 芙蓉海洋開発（株）

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 「大型クラゲモニタリング調査」に係る用船・一式 「大型クラゲモニタリング調査」に係る用船・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数）

契 約 締 結 日 平成25年6月13日 平成26年6月17日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告
期間を１６日（１２営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長する
ことは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務
準備期間を３０日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当
センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 118

契 約 部 署



平成25年2月5日 入札公告 平成26年2月10日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年2月25日 入札期限 平成26年3月3日 入札期限

平成25年3月8日 開札 平成26年3月12日 開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

一者応札・応募の改善取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書の
内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート
回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以
上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３０日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を２０日（１３営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

一般競争入札（総合評価落札方式） 一般競争入札(総合評価落札方式)

20日・13営業日

契約監視委員会のコメント

21日・14営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

具体的な取組内容

平成25年4月5日 平成26年4月3日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 芙蓉海洋開発（株） 芙蓉海洋開発（株）

契 約 金 額 6,370,000円 6,660,000円

入 札 及 び 契 約 方 式

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 119

本部 本部契 約 部 署

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 「オホーツク海底魚資源調査」に係る用船・一式 「オホーツク海底魚資源調査」に係る用船・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数）

契 約 締 結 日



平成25年2月14日 公募公告 平成26年1月27日 公募公告

平成25年3月6日 提出期限 平成26年2月20日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

24日・17営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２４年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２５年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を可能な限り確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは
当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 10,437,000円 10,735,200円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）ＮＴＴデータ・アイ （株）ＮＴＴデータ・アイ

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は公告期間を２０日（１４営業日）確保し
たところであるが、平成２６年度においては更に公告期間を確保するよう２４日（１７営業日）とした。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量 独立行政法人会計システム運用支援業務・一式 独立行政法人会計システム運用支援業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 20日・14営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月28日 平成26年3月24日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 124

契 約 部 署



平成25年3月4日 公募公告 平成26年3月4日 公募公告

平成25年3月18日 提出期限 平成26年3月18日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契約監視委員会のコメントを踏まえ、公募案件に関する競争参加資格について、「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加を可能とす
ることにより一者応札・応募の改善に努める。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 125

契 約 部 署 中央水産研究所 中央水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
中央水産研究所衛星受信装置保守点検業務・一
式

中央水産研究所衛星受信装置保守点検業務・一
式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 14日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月25日 平成26年3月27日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本舶用エレクトロニクス（株） 日本舶用エレクトロニクス（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１４日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 8,606,850円 8,852,760円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

14日・10営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

公募案件に関する競争参加資格について、「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加を可能とする。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を７日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

公募案件に関する競争参加資格について、「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加を可能とすることにより一者応札・応募の改善に
努めること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。



平成25年3月6日 入札公告 平成26年3月10日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月22日 入札及び開札 平成26年3月25日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わな
いこととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書
の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においては
これ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な
参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れ
ないと判断した。

契約監視委員会のコメント

15日・10営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり
得ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確か
つ齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこ
とから、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務
準備期間を１０日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当
センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 3,927,922円 4,159,525円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札
一般競争入札
　　　　　↓
随意契約（不落随契）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 富士ゼロックス長崎（株） 富士ゼロックス長崎（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告
期間を１６日（１１営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長する
ことは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札
公告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対
し幅広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れな
いと判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

西海区水産研究所 西海区水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
西海区水産研究所長崎庁舎電子複写機等保守
管理業務・一式

西海区水産研究所長崎庁舎複写機等保守管理
業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 16日・11営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年4月1日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 130

契 約 部 署



平成25年3月12日 公募公告 平成26年6月4日 公募公告

平成25年3月27日 提出期限 平成26年6月18日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 135

契 約 部 署 中央水産研究所 中央水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
自動分取精製用質量分析システム保守点検業務・
一式

自動分取精製用質量分析システム保守点検業務・
一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 15日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年6月27日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 西川計測（株） 西川計測（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１５日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 2,489,130円 2,232,792円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

14日・10営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２６年度において「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加
を可能とした。



平成25年2月22日 入札公告 平成26年3月13日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月14日 入札及び開札 平成26年3月28日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 136

契 約 部 署 瀬戸内海区水産研究所 瀬戸内海区水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
電子複写機等保守及び消耗品等供給業務（瀬戸
内海区水産研究所）・一式

電子複写機保守及び消耗品等供給業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 20日・14営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月21日 平成26年3月31日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 富士ゼロックス広島（株） 富士ゼロックス広島（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を２０日（１４営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 1,999,884円 2,227,396円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契約監視委員会のコメント

15日・10営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで１８日確保したところであるが、平成２６年度においては、更に当該期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度において入札説明書受領者に対し、仕
様書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、平
成２６年度においてはこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。



平成25年3月8日 入札公告 平成26年3月10日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月25日 入札及び開札 平成26年3月26日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

複数年契約を検討することにより一者応札・応募の改善に努めること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書の
内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等を聴き取り調査したところであり、２６年度に
おいてはこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

16日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募の改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり
得ることから、今後ともこの取組を継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を７日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 1,575,000円 1,620,000円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）朝日工業社東北支店 （株）朝日工業社東北支店

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１７日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度においてホーム
ページ掲載する入札公告に仕様書を添付し、入札情報等のRSS配信を実施するとともに、類似業務を
実施する業者に対し幅広くPRを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法
の改善は図れないと判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

東北区水産研究所 東北区水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量 東北区水産研究所機械設備保守点検業務・一式 東北区水産研究所機械設備保守点検業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 17日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年3月31日

契約監視委員会のコメントを踏まえ、複数年契約への移行を検討することにより一者応札・応募の改善に努める。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 142

契 約 部 署



平成25年2月14日 公募公告 平成26年1月27日 公募公告

平成25年3月6日 提出期限 平成26年2月20日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 143

契 約 部 署 本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量
独立行政法人水産総合研究センター出張旅費シ
ステム保守業務・一式

独立行政法人水産総合研究センター出張旅費シ
ステム保守業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 20日・14営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月26日 平成26年3月24日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 財団法人日本システム開発研究所 一般財団法人日本システム開発研究所

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は公告期間を２０日（１４営業日）確保し
たところであるが、平成２６年度においては更に公告期間を確保するよう２４日（１７営業日）とした。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 1,559,712円 1,604,275円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

24日・17営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を可能な限り確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは
当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。



平成25年2月14日 公募公告 平成26年1月27日 公募公告

平成25年3月6日 提出期限 平成26年2月20日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

24日・17営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、平成２６年度において保守対象をハード
ウェアを除きソフトウェアのみとしたところではあるが、業務内容自体の見直しは不可能なことから、平
成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を可能な限り確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは
当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 1,400,868円 1,237,680円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 沖電気工業（株）統合営業本部官公営業本部 沖電気工業（株）統合営業本部官公営業本部

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は公告期間を２０日（１４営業日）確保し
たところであるが、平成２６年度においては更に公告期間を確保するよう２４日（１７営業日）とした。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量
行政総合事務システム（人事・給与システム）ソフト
ウェア、ハードウェア保守業務・一式

行政総合事務システム（人事・給与システム）ソフト
ウェア保守業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 20日・14営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月26日 平成26年3月24日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 148

契 約 部 署



平成25年3月13日 入札公告 平成26年3月5日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月28日 入札及び開札 平成26年3月26日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明書受領者に対し、仕
様書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、ア
ンケート回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聞き取りに関する改善は図れないと判断した。

・平成２５年度はＣ、Ｄ等級であったが、平成２６年度はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ等級とし、更なる競争性を確保し
た。

契約監視委員会のコメント

21日・14営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募の改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり
得ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善について検討する。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として落札決定日から
業務開始日まで４日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保するよ
う６日とした。

契 約 金 額 1,092,000円 1,231,200円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 旭電気舎 旭電気舎

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は公告期間を１５日（１０営業日）確保し
たところではあるが、平成２６年度においては更に公告期間を確保するよう２１日（１４営業日）とした。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のRSS配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くPRを行ったところであり、平成２６度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと判断
した。

一者応札・応募の改善取組内容

西海区水産研究所 西海区水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
西海区水産研究所亜熱帯研究センター機械設備
定期保守点検業務・一式

西海区水産研究所亜熱帯研究センター機械設備
定期保守点検業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 15日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年3月31日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 149

契 約 部 署



平成25年5月27日 公募公告 平成26年5月29日 公募公告

平成25年6月17日 提出期限 平成26年6月19日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 152

契 約 部 署 国際水産資源研究所 国際水産資源研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
平成２５年度土佐湾くろまぐろ小型魚標識放流調
査補助業務・一式

平成２６年度土佐湾くろまぐろ小型魚標識放流調
査補助業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 21日・15営業日

契 約 締 結 日 平成25年6月20日 平成26年6月25日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 上ノ加江漁業協同組合 上ノ加江漁業協同組合

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を２１日（１５営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 7,056,000円 7,068,000円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

21日・15営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を２７日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加を
可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参
加資格の改善は図れないと判断した。



平成25年5月7日 公募公告 平成26年3月27日 公募公告

平成25年5月23日 提出期限 平成26年4月16日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 159

契 約 部 署 開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量
ＣＡＴＳＡＴ（漁業支援衛星システム）データ情報提
供業務・一式

CATSAT（漁業支援衛星システム）データ情報提供
業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 16日・12営業日

契 約 締 結 日 平成25年5月24日 平成26年4月17日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）キュービック・アイ （株）キュービック・アイ

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１６日（１２営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 1,693,440円 3,753,216円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

20日・14営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として公募期限から業
務開始日まで９日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保するよう
１５日とした。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２６年度において「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加
を可能とした。



平成25年3月7日 公募公告 平成26年3月7日 公募公告

平成25年3月25日 提出期限 平成26年3月26日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２６年度において「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加
を可能とした。

契約監視委員会のコメント

19日・12営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において業務準備期間を応募期限から６日確保したところであ
り、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当センターの業務に支障を来すことから、
これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 4,100,733円 3,439,285円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）キュービック・アイ （株）キュービック・アイ

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１８日（１１営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

国際水産資源研究所 国際水産資源研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
アルゴスシステム利用に関する情報提供業務・一
式

アルゴスシステム利用に関する情報提供業務・一
式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 18日・11営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月28日 平成26年3月28日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 161

契 約 部 署



平成25年5月24日 入札公告 平成26年5月21日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年6月7日 入札及び開札 平成26年6月5日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

15日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は業務準備期間として契約締結日から
業務開始日まで６日確保したところであるが、平成２６年度においては更に業務準備期間を確保するよ
う９日とした。

契 約 金 額 2,625,000円 3,119,040円

入 札 及 び 契 約 方 式
一般競争入札
　　　　　↓
随意契約（不落随契）

一般競争入札

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 芙蓉海洋開発（株） 芙蓉海洋開発（株）

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１４日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量
スケトウダラの生物学的精密測定と年齢査定等業
務・一式

スケトウダラの生物学的精密測定と年齢査定等業
務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 14日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年6月7日 平成26年6月6日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 164

契 約 部 署



平成25年2月28日 入札公告 平成26年3月4日 公募公告

入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月15日 入札及び開札 平成26年3月26日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

公募案件に関する競争参加資格について、「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加を可能とすることにより一者応札・応募の改善に
努めること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての入札説明受領者に対し、仕様
書の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アン
ケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。
・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

22日・15営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

公募案件に関する競争参加資格について、「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加を可能とする。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を業務開始日まで１７日確保したところであるが、平成２６年度においては、更に当該期間を延
長することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 2,236,500円 2,300,400円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）気象海洋コンサルタント （株）気象海洋コンサルタント

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１５日（１１営業日）確保したところであり、平成２６年度においては更に公告期間を確保するよう２２
日（１５営業日）とした。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量 水温データ情報提供業務・一式 水温データ情報提供業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 15日・11営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月15日 平成26年3月27日

契約監視委員会のコメントを踏まえ、公募案件に関する競争参加資格について、「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加を可能とす
ることにより一者応札・応募の改善に努める。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 167

契 約 部 署



平成25年4月5日 企画競争公示 平成26年3月4日 企画競争公示

平成25年4月19日 応募期限 平成26年3月20日 応募期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は全ての実施要領受領者に対し、実施
要領の内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、ア
ンケート回収率を向上させるべく、入札時等においても再度協力を依頼しており、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において当センターの競争参加資格、全省庁統一資格を必要な
競争参加資格とはしておらず、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度において
はこれ以上の競争参加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

16日・12営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の実施要領について業務内容を明確か
つ齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の実施要領の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を業務開始日まで１１日確保したところであるが、平成２６年度においては、更に当該期間を延
長することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 7,696,000円 11,523,000円

入 札 及 び 契 約 方 式 企画競争 企画競争

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 活餌安定供給システム実証化共同研究機関 活餌安定供給システム実証化共同研究機関

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公示期
間を１４日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公示期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公示に
実施要領を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅広
くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の周知方法の改善は図れないと判断し
た。

一者応札・応募の改善取組内容

開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量

平成２５年度海洋水産資源開発事業（遠洋かつお
釣：太平洋中西部海域）に係るかつお釣り漁業に
必要な餌料用カタクチイワシの安定供給システム
の実証化に関する委託事業・一式

平成２６年度海洋水産資源開発事業（近海かつお
釣）に係るかつお釣り漁業に必要な餌料用カタクチ
イワシの安定供給システムの実証化に関する委託
事業・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 14日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月26日 平成26年3月31日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 176

契 約 部 署



平成25年5月2日 入札公告 平成26年4月17日 入札公告

入札説明書受領 ( 5者 ) 入札説明書受領 ( 2者 )

平成25年5月22日 入札及び開札 平成26年5月7日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書を受領したものの入札に
は参加しなかった者にその理由等を、また、全ての入札説明書受領者に対し、仕様書の内容、より効
果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート回収率を向
上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以上の業者か
らの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。

契約監視委員会のコメント

20日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を８日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 5,159,495円 5,537,970円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 アクシオヘリックス（株） アクシオヘリックス（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を２０日（１２営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

中央水産研究所 中央水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量 労働者派遣業務・一式 労働者派遣業務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 20日・12営業日

契 約 締 結 日 平成25年5月24日 平成26年5月12日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 182

契 約 部 署



平成25年2月7日 公募公告 平成26年2月7日 公募公告

平成25年2月25日 提出期限 平成26年2月25日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため、平成２５年度において「業種の区分」の制限を撤廃し全ての業種区分の参加
を可能とし、競争制限的な参加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争
参加資格の改善は図れないと判断した。

契約監視委員会のコメント

18日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬がないか確認を行ったところである。平成２６年度においては、調査船調査計画に基づき、他国Ｅ
ＥＺ海域入域する被保険船舶の変更はあったが、業務内容の見直しは不可能でありこれ以上の仕様書
の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３５日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 1,500,629円 5,312,816円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本船主責任相互保険組合 日本船主責任相互保険組合

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１８日（１１営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善策は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５度においてホームページ掲載する公募公告
に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、当該業務を遂行できる業者を保険仲
立人に対し確認を行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知法の改善は図れ
ないと判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

本部 本部

契 約 の 件 名 及 び 数 量
独立行政法人水産総合研究センター漁業調査船
船主責任保険・一式

独立行政法人水産総合研究センター漁業調査船
船主責任保険・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 18日・11営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月22日 平成26年3月10日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 183

契 約 部 署



平成25年4月8日 公募公告 平成26年4月8日 公募公告

平成25年4月23日 提出期限 平成26年4月23日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 184

契 約 部 署 開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量 漁獲物販売委託業務（宮城県石巻･女川港）・一式 漁獲物販売委託業務（宮城県石巻･女川港）・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 15日・11営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月25日 平成26年4月24日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）和久魚問屋 （株）和久魚問屋

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１５日（１１営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 3,696,000円 3,696,000円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

15日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を業務開始日まで２２日確保したところであるが、平成２６年度においては、更に当該期間を延
長することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において当センターの競争参加資格、全省庁統一資格を必要な
競争参加資格とはしておらず、競争制限的な参加要件も設けていなかった。平成２６年度においては
「業種の区分」及び「等級」の制限を撤廃したうえで当センターの競争参加資格、全省庁統一資格を必
要な競争参加資格としたが、実質的な競争参加資格の改善は図れないと判断した。



平成25年8月27日 公募公告 平成26年4月8日 公募公告

平成25年9月10日 提出期限 平成26年4月23日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 186

契 約 部 署 開発調査センター 開発調査センター

契 約 の 件 名 及 び 数 量 漁獲物販売委託業務（静岡県焼津港）・一式 漁獲物販売委託業務（静岡県焼津港）・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 14日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年9月11日 平成26年4月24日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 （株）日本シーサプライ （株）日本シーサプライ

・｢１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１４日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 1,647,450円 3,380,000円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契約監視委員会のコメント

15日・11営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札･応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札･応募改善に努める。

具体的な取組内容

・｢１者応札･１者応募に係る改善方策｣に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法･記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なことか
ら、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札･１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を業務開始日まで２１日確保したところであるが、平成２６年度においては、更に当該期間を延
長することは当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において当センターの競争参加資格、全省庁統一資格を必要な
競争参加資格とはしておらず、競争制限的な参加要件も設けていなかった。平成２６年度においては
「業種の区分」及び「等級」の制限を撤廃したうえで当センターの競争参加資格、全省庁統一資格を必
要な競争参加資格としたが、実質的な競争参加資格の改善は図れないと判断した。



平成25年3月8日 公募公告 平成26年3月13日 公募公告

平成25年3月25日 提出期限 平成26年3月28日 提出期限

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は本公募案件について当該業者のみし
か対応が不可能である理由の聴き取りを行っており、状況変化もないことから、平成２６年度において
はこれ以上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２６年度において「業種の区分」の制限を撤廃し、全ての業種区分の参加
を可能とした。

契約監視委員会のコメント

15日・10営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を３日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

契 約 金 額 3,281,187円 3,303,981円

入 札 及 び 契 約 方 式 公募 公募

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本超低温（株） 日本超低温（株）

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１７日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する公募公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

中央水産研究所 中央水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量 冷凍標本保管業務・一式 冷凍標本保管業務  ・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 17日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年3月29日 平成26年4月1日

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 187

契 約 部 署



平成25年3月13日 入札公告 平成26年3月26日 入札公告

入札説明書受領 ( 1者 ) 入札説明書受領 ( 1者 )

平成25年3月28日 入札及び開札 平成26年4月11日 入札及び開札

改善項目 状況

①仕様書の見直し等 ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 －

⑥業者等からの聴き取り ○

⑦競争参加資格の見直し ○

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

引き続き、上記のとおり一者応札・応募改善の取り組みを継続していく。

平成２５年度案件 平成２６年度案件

一者応札・応募事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法 人 名 独立行政法人水産総合研究センター

案 件 番 号 191

契 約 部 署 西海区水産研究所 西海区水産研究所

契 約 の 件 名 及 び 数 量
西海区水産研究所長崎庁舎一般健康診断等業
務・一式

西海区水産研究所長崎庁舎一般健康診断等業
務・一式

公告・公示日数（暦日日数・営業日日数） 15日・10営業日

契 約 締 結 日 平成25年4月1日 平成26年4月16日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 財団法人長崎県健康事業団 公益財団法人長崎県健康事業団

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において公告期
間を１５日（１０営業日）確保したところであり、平成２６年度においては、更に公告期間を延長すること
は当センターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度においてホームページ掲載する入札公
告に仕様書を添付し、入札情報等のＲＳＳ配信を実施するとともに、類似業務を実施する業者に対し幅
広くＰＲを行ったところであり、平成２６年度においてはこれ以上の公告周知方法の改善は図れないと
判断した。

一者応札・応募の改善取組内容

契 約 金 額 1,863,760円 1,987,869円

入 札 及 び 契 約 方 式 一般競争入札 一般競争入札

契約監視委員会のコメント

16日・12営業日

入 札 経 緯 及 び 結 果

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策は全て実施しており、これ以上の改善方策は見込めないと判断する。ただし、状況変化もあり得
ることから、今後ともこの取り組みを継続し、一者応札・応募改善に努める。

具体的な取組内容

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度の仕様書について業務内容を明確かつ
齟齬が生じない表現方法・記載方法としたところであり、また、業務内容自体の見直しも不可能なこと
から、平成２６年度においてはこれ以上の仕様書の改善は図れないと判断した。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、競争性を確保するため平成２５年度において業務準
備期間を４日確保したところであり、平成２６年度においては、更に当該期間を延長することは当セン
ターの業務に支障を来すことから、これ以上の改善は図れないと判断した。

法人における一者応札・応募の改善取り組みについて特に指摘する事項はなく、今後ともこの取り組みを継続すること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

当センターにおける事務の効率化及び費用対効果の観点から、電子入札システムの導入は行わない
こととしている。

・「１者応札・１者応募に係る改善方策」に基づき、平成２５年度は入札説明書受領者に対し、仕様書の
内容、より効果的な公告周知方法、入札公告等の改善等をアンケート調査したところであり、アンケート
回収率を向上させるべく、入札時等において再度協力を依頼しており、平成２６年度においてはこれ以
上の業者からの聴き取りに関する改善は図れないと判断した。

・競争性を確保するため平成２５年度において全ての等級（Ａ～Ｄ）の参加を可能とし、競争制限的な参
加要件も設けていないことから、平成２６年度においてはこれ以上の競争参加資格の改善は図れない
と判断した。


